
令和５年度事業計画書 

 

自：令和５年４月 １日 

至：令和６年３月３１日 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大から３年が経ち、日常生活や働き方に大きな変

化が生じました。 

そのような中、昨年、デジタル社会形成整備法の施行に伴う業法改正が施行され、宅

建業の取引の場面においても電子契約が可能となるなど、業務のデジタル化が一層加速

することが想定されることから協会と致しましても、会員の皆様がこのような大きな環境の変

化にも十分に対応できるよう、最新の情報提供とサポート体制の充実に努め、電子取引に

対する消費者ニーズに応えられるよう対応致します。 

そのよう中、全宅連による会員支援サイト「ハトサポ」に関しては、昨年、「ハトサポＢＢ」

「ハトサポサイン」がリリースされ、これまで以上に内容が充実し利便性も向上したシステムと

なっており、会員の業務効率の向上と業務支援の重要なツールとなることから、さらなる利

用促進を図り、会員の業務についてもデジタル化に伴う非対面化取引の営業形態にスムー

ズに転換できるようサポートして参ります。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大により働き方の変化に伴い住まい方にも大きな変

化がみられました。なかでもテレワークは、リモートワーク、在宅勤務などとも言われ、時間や場



所の制約を受けずに自宅などで柔軟に働く形態であり、このような働き方を企業が取り入れ

たことにより、通勤のため都市部に居住する必要性が薄くなり地方移住へのニーズが生まれ

ました。このような移住者への一つの受け皿となり得るのが空家です。本会では、現在３４

の市町村と空家又は空家・空地バンク協定の締結をしており、社会問題化している空家等、

既存住宅の流通促進に取り組んでいるところであります。本年度は、これまで以上に協定

締結自治体との連携を強化し空家問題の解決と同時に移住・定住の促進の一助となる

よう積極的な活動を実施して参ります。 

 さらに、我々のシンボルマークである「ハトマーク」の認知度向上を図り、ハトマークブランドの

確立のため広く一般に PR し、安全・安心な宅地建物の取引と優良な住環境の提供に努

めている公益団体であることの認知度向上に努めると同時に、新たな時代に向けて一歩を

踏み出すために、関係行政機関並びに関係団体との連携を強化し、協会本部・各支部、

そして各会員が地域に密着した活動を展開することにより、県内の地域活性化の一助とな

るよう尽力して参ります。 

このような状況を踏まえ、本会は公益社団法人として、地域社会や消費者の利益の増

進を図り、業界の地位向上はもとより、地域の住環境の整備、地域の振興に貢献する事

業に取り組んで参ります。 

公益目的事業１におきましては、不動産無料相談会、不動産関連情報の提供及び不

動産流通促進事業の充実を図り、消費者保護を目的に、地域社会の健全な発展に寄



与する事業に取り組んで参ります。 

公益目的事業２におきましては、宅地建物取引業の業務に従事する者の資質の向上、

消費者利益の保護を図るため、専門家としての知識習得を目的とした研修事業などを行

い、公正で安全・安心な宅地建物の取引に寄与する事業に取り組んで参ります。 

会員支援事業におきましても、各市町村が取り組む空き家対策関連事業、移住・定住

促進に係る情報提供事業、その他各市町村・団体等との業務協定の締結推進、さらに、

会員のみ利用できる不動産法律相談を運営し、宅地建物取引業者の業務支援に繋がる

よう取り組んで参ります。 

法人管理におきましても、法令、諸規程に則り、健全で合理的な組織運営に取り組んで

参ります。 

 

以上のことを踏まえ、以下の事業を実施して参ります。 

 

 

Ⅰ 相談・情報提供事業（公益目的事業１） 

安全で公正かつ自由な宅地建物の取引の機会の確保促進を図り、地域社会の健

全な発展に寄与する相談・助言・情報提供・調査・資料収集を行い、一般消費者の利

益の擁護、増進を目的とした事業を実施いたします。 

 



１ 不動産無料相談 

（１）不動産無料相談所の設置・運営 

県内 7 カ所の不動産無料相談所において、消費者を対象に、宅地建物の取引に

関するトラブル、宅地建物の取引及び法令並びに空き家等に関する無料相談会を実

施いたします。 

（２）不動産無料相談所の広報活動 

不動産無料相談所の場所・相談会の開催予定は、本会ホームページ等で周知を

行います。 

（３）不動産無料相談所相談員研修会の開催 

   不動産無料相談所相談員を対象とした研修会を実施いたします。 

（４）不動産無料相談所相談員の派遣 

不動産フェア、産業祭、その他地域のイベント等の相談会に相談員を派遣し、宅地

建物取引等に係る無料相談会を実施いたします。 

 

２ 法令・宅建業者情報提供 

（１）不動産関連法令等の新設・改正の情報提供 

宅地建物取引業法及び宅地建物取引関連法令の新設、改正・判例及びこれら

の動向に関する情報提供を本会ホームページ及び窓口等において行います。 

（２）宅建業開業情報、免許申請等の情報提供 



宅地建物取引業の新規開業希望者へ、免許申請手続き・開業までの流れ、申

請書記入指導を窓口で行います。 

免許申請に関する情報提供、書式ダウンロード等について、本会ホームページ、窓口

で行います。 

３ 不動産流通情報提供（不動産流通近代化事業） 

（１）不動産流通標準情報システム(レインズ)による調査・資料収集・情報提供 

レインズの利用促進を図り、消費者に正確で広範囲の情報が迅速に提供できるよう、

宅地建物取引業者へのサポートを行い、情報登録の正確性確保を図かります。 

（２）不動産流通情報提供システム（ハトマークサイト）による情報提供 

①ハトマークサイトの利用促進とハトマークサイト運用のサポートを行い、情報登録の正

確性の確保及び消費者のアクセス増加を図ります。 

②各市町村の担当部署と連携を図り、ハトマークサイトを通じて地域の宅地建物等に

係る情報提供を行います。 

③宅地建物取引の情報提供におけるインターネット環境の必要性を踏まえ、昨年、全

宅連によってリリースされたハトサポＢＢの利用促進を図り、ハトマークサイトの有効

活用とハトマークサイト物件情報の精度向上のためのサポートを行います。 

４ 地域社会貢献・地域社会発展・振興 

地域住民の住環境・住生活の整備、地域社会の健全な発展と振興に寄与すること

を目的に、以下の事業を行います。 



（１）災害時における民間賃貸住宅の提供事業 

（２）こどもを守る１１０番の家ネットワーク事業 

（３）暴力追放・防犯対策事業 

（４）あんしんリフォーム・住まいづくり事業 

（５）空家・空地対策等に関連する事業 

 

 

Ⅱ 法令遵守・人材育成事業（公益目的事業２） 

本事業は、法令を遵守した適正な不動産取引の確保・推進を図り、国民生活の安

定向上を図るための人材育成を行い、一般消費者の利益の擁護、増進を目的とする事

業で、公正で安全・安心な宅地建物の取引を推進するため、宅地建物取引業者及び

不特定多数の者を対象とした教育研修を実施いたします。 

１ 宅建業者の法令遵守指導事業 

（１）宅建業者法令遵守指導 

宅地建物取引業者に対し、法令遵守・消費者保護に係る指導啓発を行いま 

す。 

（２）不動産広告の適正化指導 

公正競争規約の適正運用指導を行います。 

（３）宅建業法違反業者に対する注意・指導 



宅地建物取引業法及び公正競争規約違反で行政指導を受けた業者を対象 

に業務改善指導等を行います。 

２ 宅建業者・宅地建物取引士等の研修、人材育成事業 

（１）法定研修会 

宅地建物取引業に従事する者又は従事しようとする者及び不特定多数の受講希

望者を対象に、保証協会と共催で宅地建物取引に関する研修会を実施いたします。 

また、研修の受講方法については、ｗｅｂ動画配信等、多様な方法で受講するこ

とができるよう取り組みます。 

（２）新規免許取得者研修会 

宅地建物取引業の新規免許取得業者を対象に研修会を実施いたします。 

（３）宅地建物取引士証の交付業務及び法定講習会の実施 

①茨城県からの受託業務である宅地建物取引士証交付業務を行います。 

②茨城県からの指定業務である宅地建物取引士法定講習会については、面前講習

と合わせてｗｅｂ講習により実施致します。 

（４）宅地建物取引士資格試験の実施 

一般財団法人不動産適正取引推進機構からの受託業務である宅地建物取引

士資格試験を実施いたします。 

 

 

Ⅲ 収益事業 



１ 会員を対象とした需用品等の物品販売 

２ 茨城県収入証紙の受託販売業務 

３ 賃貸事業（不動産会館の一部を他団体に賃貸） 

４ 不動産キャリアサポート研修制度募集事務の受託業務 

５ 他団体の会費徴収事務の受託業務 

６ 他団体との協定に基づく業務の実施 

 

 

Ⅳ 会員業者支援事業等（その他の事業） 

１ 新春の集いの開催 

２ 会員支援事業 

（１）公的分譲地等に係る協定の締結、情報提供業務を行います。 

（２）免許更新時期の案内及び免許申請書記入内容の確認を行います。 

（３）会員向け出版物（刊行物）の刊行を行います。 

（４）書籍及び契約書等各書式の取次に関する事務を行います。 

（５）会員に対し「不動産法律相談」を運営し、担当弁護士が法律的見地に基づ

き対応します。 

３ 教育研修事業 

「不動産キャリアパーソン資格講座」の推進を行います。 

４ 宅地建物取引士設置証明証の発行 

５ 宅地建物取引士賠償責任補償制度取扱窓口 

６ 要望活動 



（１）土地住宅政策、土地住宅税制及び各種特例措置の適用期限延長等に関

する要望活動を行います。 

（２）不動産関連法令等の制定、改正及び運用等に関する要望活動を行います。 

７ 親睦事業 

（１）各種の親睦、交流等に関する事業を行います。 

（２）青年部の設置を目指します。 

８ 他団体等の斡旋及び案内業務に関する事業 

（１）一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会の入会促進、研修事業、賃貸 

不動産経営管理士講習の案内業務等を行います。   

（２）全宅住宅ローン（株）に関する案内業務を行います。 

（３）（株）宅建ファミリー共済に関する案内業務を行います。 

 

 

Ⅴ 法人管理 

１ 広報活動 

（１）広報誌「いばらき宅建」を発行し、協会の活動状況、示達事項の周知 

及び「紙上研修」を行い、不動産取引に関する啓蒙を図ります。 

（２）本会ホームページを活用し、不動産関連の情報提供を行います。 

（３）本会の認知度向上活動を行います。 

２ 入会促進及び入会審査業務 

新規免許取得者の入会促進及び入会審査業務を行います。 



３ 入会、退会業務（書類確認含む） 

   入退会事務を迅速かつ的確に行います。 

４ 会員管理 

   会員情報は、最新情報の収集に努め適正に管理いたします。 

５ 定款・諸規程の整備 

   定款・諸規程の整備を行い、適正な会務運営に努めます。 

６ 支部の運営管理 

本部・支部間の連携強化を図り、適正な運営管理に努めます。 

７ 関係団体との連絡調整業務 

関係団体との連絡・調整を緊密に行い、適正運営に努めます。 

８ 会館管理業務 

   不動産会館の維持、管理に努めます。 

９ 綱紀審査業務 

会員相互の規律を保持し、社会的信用の高揚に努めます。 

10 財務に関する業務 

   会計処理は、公益法人会計基準に準拠し、適正な会計処理を行います。 

11 文書管理 

    文書管理は、文書管理規程に基づき適正に行います。 

12 会議運営 

   WEB 会議を活用するなど、合理的な会議運営を図ります。 

13 デジタル環境の整備 

    国によるＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進等を踏まえ、各種業務

等のデジタル化の対応に努めます。 


